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参考資料の配付について 

 

このことについて，下記資料を別添のとおり配付いたします。 

 

記 

 

○ 配付資料 

本市が発送した個人情報を含む郵便物の所在不明について 

 

 

 

 

 

 

 

 

子ども未来部子どもサービス課 

電話 ２１－３９４５ 



本市が発送した個人情報を含む郵便物の所在不明について 

 

１ 概要 

  ７月１日（火）に，子どもが保育所等に入所する際に施設経由で保護者に交付する

「認定通知書兼支給認定証」および「利用者負担額決定通知書」とともに，「支給認

定証一覧」および「利用者負担額決定通知書一覧」を市内認定こども園あてに郵送し

たところ，７月２９日（火）に当該認定こども園から書類が未達であるとの連絡があ

った。 

当該郵便物は，本市から函館中央郵便局（以下「郵便局」という。）に引継ぎされ

ていることを確認しているため，郵便局および当該認定こども園に対し，当該郵便物

の存否に係る調査を依頼したが，当該郵便物の発見には至らなかった旨の報告があ

り，所在不明であることが判明した。 

  書類の所在調査や，その後の市の対応に時間を要し，１０月２４日（金）に当該書

類を保護者および当該認定こども園に交付した。 

  なお，当該郵便物の所在不明による被害および第三者からの通報は確認されてい

ない。 

 

２ 所在不明の書類および件数 

 【保護者あて】認定通知書兼支給認定証，利用者負担額決定通知書 

【認定こども園あて】支給認定証一覧，利用者負担額決定通知書一覧 

各１件（１名分） 

（記載事項）保護者の氏名・生年月日，子どもの氏名・生年月日・年齢，住所， 

支給認定区分，施設・事業所名，利用者負担額など 

 

３ 原因 

  当該書類の封入・封緘作業については，７月１日（火）に職員２名でダブルチェッ

クしながら行っており，翌日に庁内で集約のうえ，郵便局が集荷しているが，その後

の所在が不明となっており，原因の特定には至っていない。 

 

４ 市の対応 

  １０月２４日（金）に当該認定こども園同席のうえ，保護者に状況を説明するとと

もに，対応に時間を要したことを謝罪した。未達となっている書類については，いず

れも再発行し，保護者および認定こども園に手渡した。 

 

５ 再発防止策 

  今後も個人情報の取り扱いには十分に留意するほか，事案発生の際には，迅速かつ

適切に対応するよう，職員への指導を徹底する。 


